
議案第４９号 

 

物品売買契約の変更について 

 

 令和７年６月１０日議会の議決を経た「物品売買契約の締結（町立小中学校

GIGA スクール端末）」の一部を変更したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第８号及び湯梨浜町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年条例第５６号）第３条の規定に

より本議会の議決を求める。 

 

 

令和８年３月２日 提出 

 

                    湯梨浜町長  宮脇 正道 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的    町立小中学校 GIGA スクール端末 

 

２ 契約の金額    変更前 金８２，３２６，９６２円 

           変更後 金８１，５７７，９６２円 

 

３ 契約の相手方   鳥取県鳥取市湯所町２丁目２５８番地 

令和７年度鳥取県公立学校における１人１台端末の 

整備（iPad）に係る NTT西日本・NTT・TCリース 

共同企業体 

           代表企業 NTT 西日本株式会社鳥取支店 

           支店長 田中 道雄 

 




